
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に 

関する法律（電子帳簿保存法）の改正と事業者支援について 

¶ 電子帳簿保存法とは 

国税に関する帳簿や書類（国税関連帳簿書類）を電磁的記録（電子データ）等に

より、保存する時の方法について定めた法律。 

¶ 改正の目的 

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の

向上等に資するため。 

¶ 対象者     税務申告をする個人・法人ほぼ全ての事業者 

¶ 改正法の施行日 2022 年１月１日 

・令和５年 12 月 31 日まで２年間の猶予期間 
・罰則規定なし 

＜改正の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 補助率 補助上限額 

産業ＤＸ推進支援体制構築事業等を活用

し積極的にＤＸに取り組む事業者    
2/3 40 万円 

上記以外の事業者 1/2  20 万円 

・ 「オンライン取引」の証憑類→「デジタルデータのまま」保存を義務化 

（「オンライン取引」には、Amazon での買い物、オンラインバンキングの振込、

クラウドサービスの契約等も含まれる。） 

・ メール等「オンラインでもらった領収書」→「印刷して紙で保存」NG 

・ 「紙でもらった領収書」→「紙のまま保存」OK 

・ 「紙でもらった領収書」→スキャンして「デジタルで保存」しても OK 

（ただし、クラウドドライブでの保存・管理、または、タイムスタンプの付与

が必要） 

事業者が取り組まなければならないポイント 

本市の事業者支援 

〇 郡山商工会議所、各商工会等の商工団体と連携した支援 

ＤＸ推進補助金  1,800 万円 

〇 事業者のＤＸ推進の支援 

・ デジタル技術を活用した取り組みに要した経費を補助 

 電子帳簿保存法改正、消費税インボイス制度への対応等を支援 

オンライン活用等支援事業  150 万円 

〇対象者：市内の商工団体等 〇補助率：1/2 

〇上限額：30 万円 

・ 商工団体等が実施するインボイス制度導入、電子帳簿保存法改正に関する

セミナー・個別相談会への補助 

報告事項 

2022/5/11 産業観光部産業政策課 


